
第１２号議案 

   足立区組織条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２２年２月２３日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区組織条例の一部を改正する条例 

 足立区組織条例（昭和５２年足立区条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

       「土木部 

 第１条の表中 都市整備部 を「都市建設部」に改める。 

        建築部  」 

 第２条の表総務部の部中８の項を９の項とし、７の項を８の項とし、

６の項を７の項とし、５の項の次に次の１項を加える。 

 ６ 職員の育成に関すること。 

第２条の表区民部の部中１２の項を１３の項とし、４の項から１１の

項までを１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次の１項を加える。 

４ ＮＰＯ等公益活動団体の支援に関すること。 

第２条の表中土木部の部及び都市整備部の部を削り、建設部の部を次

のように改める。 

 都市建設部 

  １ 都市づくりに係る総合的計画及び調整に関すること。 

  ２ 道路、公園、河川及び公共溝渠
きょ

その他土木に関すること。 

  ３ 交通安全に関すること。 

  ４ 鉄道立体化の推進に関すること。 

  ５ まちづくりの推進に関すること。 

  ６ 区施行及び組合施行の土地区画整理に関すること。 

  ７ 建築指導に関すること。 



  ８ 建築物の耐震化促進に関すること。 

   付 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 組織改正に伴い、部の分掌事務等を改める必要があるので、この条例

案を提出いたします。 


